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新
学
期
休
校
で
も 

学
童
保
育
は
開
所
を

　
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
の
休
校
要
請
、
学
童

保
育
の
朝
か
ら
の
開
所
要
請
に
と
も

な
っ
て
、
学
童
保
育
現
場
は
、
指
導
員

の
確
保
な
ど
子
ど
も
の
受
け
入
れ
体

制
の
構
築
、
利
用
希
望
の
確
認
な
ど
、

対
応
に
追
わ
れ
ま
し
た
。

　

対
応
が
長
期
に
わ
た
る
な
か
で
、
子

ど
も
も
保
護
者
も
指
導
員
も
、
先
の
見

通
し
が
つ
か
な
い
不
安
定
な
日
常
を

過
ご
し
て
お
り
、
不
安
を
感
じ
、
疲
弊

し
て
い
ま
す
。

　

新
年
度
を
迎
え
、
二
〇
二
〇
年
四
月

一
日
付
で
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭

局
保
育
課
と
同
局
子
育
て
支
援
課
連

名
の
事
務
連
絡
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
防
止
の
た
め
の
学
校
の
臨

時
休
業
に
関
連
し
て
の
保
育
所
等
の

対
応
に
つ
い
て
（
第
二
報
）」
が
発
出

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
事
務
連
絡
で
は
、「
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
」
と
項
目
を
起
こ

し
て
、「
感
染
の
予
防
に
留
意
し
た
上

で
、
原
則
と
し
て
開
所
い
た
だ
く
よ
う

お
願
い
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「『
感
染

拡
大
警
戒
地
域
』
と
さ
れ
る
感
染
状
況

が
拡
大
傾
向
に
あ
る
地
域
の
市
区
町

村
に
お
い
て
は
、
地
域
の
感
染
状
況
を

踏
ま
え
つ
つ
、（
中
略
）
規
模
を
縮
小

し
て
開
所
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
臨
時
休
業
す
る

こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

縮
小
し
て
開
所
す
る
場
合
に
つ
い

て
は
、「
感
染
の
防
止
の
た
め
、
仕
事

を
休
ん
で
家
に
い
る
こ
と
が
可
能
な

保
護
者
に
対
し
て
、
市
区
町
村
の
要
請

に
基
づ
き
、
利
用
を
控
え
る
よ
う
お
願

い
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
」
が
示
さ
れ
、
こ
の
場
合
に
お
い
て

も
、
必
要
な
者
に
預
か
り
が
提
供
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
市
区

町
村
に
お
い
て
十
分
に
検
討
い
た
だ

き
た
い
」
と
要
請
し
、
臨
時
休
業
に
つ

い
て
も
、「
医
療
従
事
者
や
社
会
の
機

能
を
維
持
す
る
た
め
に
就
業
を
継
続

す
る
こ
と
が
必
要
な
者
、
ひ
と
り
親
家

庭
な
ど
で
仕
事
を
休
む
こ
と
が
困
難

な
者
の
子
ど
も
等
の
預
か
り
が
必
要

な
場
合
の
対
応
に
つ
い
て
検
討
い
た

だ
き
た
い
」
と
要
請
し
て
い
ま
す
。

　

四
月
一
日
の
時
点
で
は
、「
追
加
で

生
じ
る
費
用
の
財
政
措
置
に
つ
い
て

は
、
経
済
対
策
全
体
の
な
か
で
、
検
討

中
」
と
の
こ
と
で
し
た
。

緊
急
事
態
宣
言
後
は
「
規
模
は

縮
小
し
て
実
施
」

　

二
〇
二
〇
年
四
月
七
日
、
埼
玉
県
・

千
葉
県
・
東
京
都
・
神
奈
川
県
・
大
阪
府
・

兵
庫
県
・
福
岡
県
の
七
都
府
県
に
、
緊

急
事
態
宣
言
（
四
月
一
六
日
に
は
対
象

地
域
を
全
国
に
拡
大
）
が
発
出
さ
れ
た

こ
と
を
受
け
て
、
四
月
七
日
付
、
厚
生

労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
総
務
課
少
子

化
総
合
対
策
室
、
同
局
保
育
課
、
同
局

子
育
て
支
援
課
連
名
の
事
務
連
絡
「
緊

急
事
態
宣
言
後
の
保
育
所
等
の
対
応

に
つ
い
て
」
が
発
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
事
務
連
絡
で
は
「
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
等
に
つ
い
て
」
と
項
目
を
起
こ

し
て
、
い
く
つ
か
の
段
階
に
わ
け
て
、

市
区
町
村
の
対
応
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
、「
都
道
府
県
知
事
か
ら
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
の
使
用
の
制
限
等
が

要
請
さ
れ
て
い
な
い
場
合
」
に
は
、「
規

模
を
縮
小
し
て
実
施
す
る
こ
と
を
検

討
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
感
染
の
防

止
の
た
め
、
仕
事
を
休
ん
で
家
に
い
る

こ
と
が
可
能
な
保
護
者
に
対
し
て
、
市

区
町
村
の
要
請
に
基
づ
き
、
通
所
を

控
え
る
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
な
ど

が
考
え
ら
れ
る
」「
そ
の
際
に
も
、
必

要
な
者
に
預
か
り
が
提
供
さ
れ
な
い

と
い
う
こ
と
が
な
い
よ
う
、
市
区
町
村

に
お
い
て
十
分
に
検
討
い
た
だ
き
た

い
」、
と
あ
り
ま
す
。

　

つ
ぎ
に
、「
子
ど
も
や
職
員
が
罹
患

し
た
場
合
や
地
域
で
感
染
が
著
し
く

協
議
会
だ
よ
り
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拡
大
し
て
い
る
場
合
」
に
は
、「
規
模

を
縮
小
し
て
実
施
す
る
こ
と
も
困
難

な
と
き
は
、
臨
時
休
業
を
検
討
す
る
こ

と
」
が
示
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
も
、「
医

療
従
事
者
や
社
会
の
機
能
を
維
持
す

る
た
め
に
就
業
を
継
続
す
る
こ
と
が

必
要
な
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
で
仕

事
を
休
む
こ
と
が
困
難
な
者
の
子
ど

も
等
の
預
か
り
が
必
要
な
場
合
の
対

応
に
つ
い
て
検
討
い
た
だ
き
た
い
」
と

あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
、「
都
道
府
県
知
事
か
ら
施

設
管
理
者
等
に
対
し
て
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
使
用
の
制
限
等
が
要
請
さ

れ
た
場
合
」
に
は
、「
そ
の
要
請
を
踏

ま
え
た
対
応
が
必
要
に
な
る
」
と
記
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

埼
玉
県
内
の
あ
る
自
治
体
で
は
、
四

月
七
日
に
担
当
課
が
放
課
後
児
童
ク

ラ
ブ
運
営
事
業
者
宛
て
と
保
護
者
宛

て
に
通
知
を
出
し
、「
四
月
九
日
（
木
）

か
ら
五
月
六
日
（
水
）
ま
で
通
常
の
放

課
後
か
ら
午
後
七
時
ま
で
開
室
し
て

く
だ
さ
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
緊
急

事
態
宣
言
解
除
ま
で
の
間
、
放
課
後
児

童
ク
ラ
ブ
へ
の
登
室
を
控
え
て
い
た

だ
く
よ
う
保
護
者
に
対
し
て
お
願
い

い
た
し
ま
す
」「
な
お
、
保
育
が
必
要

な
方
に
保
育
が
提
供
さ
れ
な
い
こ
と

が
無
い
よ
う
に
ご
留
意
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
登
室
を
控
え
る
こ
と
を
強
制

す
る
こ
と
、
ま
た
強
制
さ
れ
た
と
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
の
無
い
よ
う
十
分
ご

注
意
く
だ
さ
い
」
と
要
請
し
ま
し
た
。

　

東
京
都
内
の
複
数
の
市
区
町
村
で

は
、
学
童
保
育
は
「
休
業
」
し
た
う
え

で
、
国
の
通
知
と
同
様
の
表
現
を
用
い

て
、「
医
療
従
事
者
や
社
会
の
機
能
を

維
持
す
る
た
め
に
就
業
を
継
続
す
る

こ
と
が
必
要
な
者
」「
ひ
と
り
親
家
庭

な
ど
で
仕
事
を
休
む
こ
と
が
経
済
的

に
困
難
な
者
」
は
利
用
可
能
な
ど
の
対

応
を
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
東
京
都
葛
飾
区
で
は
、
利
用

自
粛
の
要
請
に
際
し
て
、
学
童
保
育
に

子
ど
も
が
通
う
保
護
者
の
勤
務
先
事

業
者
宛
て
に
、区
長
名
義
の
文
書
「『
緊

急
事
態
宣
言
』
発
出
に
伴
う
家
庭
で
の

保
育
等
の
要
請
に
つ
い
て
」
が
出
さ
れ

て
い
ま
す
。「
区
内
の
学
童
保
育
ク
ラ

ブ
や
保
育
施
設
に
在
籍
す
る
保
護
者

の
勤
務
に
つ
き
ま
し
て
、
特
段
の
ご
配

慮
を
」
要
請
す
る
も
の
で
す
。
四
月
末

時
点
で
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会

事
務
局
が
状
況
を
把
握
し
て
い
る
も

の
と
し
て
は
、
千
葉
県
松
戸
市
で
も
同

様
の
対
応
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

な
お
、各
自
治
体
の
文
書
を
見
る
と
、

「
医
療
従
事
者
以
外
の
例
」
に
つ
い
て
、

「
警
察
関
係
者
・
消
防
関
係
者
等
」
に

し
ぼ
る
、「
医
療
（
病
院
、
薬
局
）、
福

祉
（
保
育
所
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、

高
齢
者
・
介
護
施
設
）、小
売
業
（
食
品
、

生
活
必
需
品
）、
行
政
・
公
共
機
関
（
警

察
、
消
防
、
業
務
継
続
が
必
要
な
国
家

公
務
員
・
地
方
公
務
員
等
）、金
融
機
関
、

流
通
関
係
、
公
共
交
通
機
関
」
な
ど
具

体
例
を
列
記
す
る
、
具
体
例
は
あ
げ
ず

に
利
用
の
申
請
に
応
じ
る
な
ど
、
対
応

は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

二
〇
二
〇
年
の
内
閣
府
の
補
正

予
算
（
案
）

　

四
月
に
示
さ
れ
た
内
閣
府
の
令
和
二

年
度
補
正
予
算（
案
）の
概
要
で
は
、「
１　

感
染
拡
大
防
止
策
と
医
療
提
供
体
制
の

整
備
及
び
治
療
薬
の
開
発
」の
項
目
に
、

「（
９
）
小
学
校
の
臨
時
休
業
に
伴
う
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
の
対
応
に
か
か
る

財
政
支
援
」
と
し
て
一
六
五
・
四
億
円

が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
て
い
た
「
小
学

校
の
臨
時
休
業
に
伴
う
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
の
対
応
に
か
か
る
財
政
支
援
」

「
小
学
校
の
臨
時
休
業
等
に
伴
う
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業

の
利
用
料
に
か
か
る
財
政
支
援
」「
感

染
拡
大
防
止
対
策
に
係
る
支
援
」
に
加

え
て
、「
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
利
用

料
に
か
か
る
財
政
支
援
」
と
し
て
、「
市

区
町
村
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
防
止
を
図
る
た
め
に
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
臨
時
休
業
さ
せ

た
場
合
等
、
市
区
町
村
が
保
護
者
へ
返

却
す
る
日
割
り
利
用
料
に
つ
い
て
財

政
支
援
を
行
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。

　

補
助
単
価
、
申
請
要
件
、
申
請
方
法

な
ど
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働

省
に
確
認
中
で
す
。
わ
か
り
次
第
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。


